
○制度導入の意義 

（１）「川崎市市民活動支援指針」から見た視点

・平成１３年に策定された「川崎市市民活動支援指針」では、「行政が市民活動を支援するという一方

的な関係としてではなく、市民社会の中で市民同士が『相互支援』していく」という、「支援」につ

いての基本的な考え方を示している。一人ひとりの市民からＮＰＯ法人へと、行政等を介さない直接

の寄附を促進する仕組みは、市民同士の「相互支援」システムの形成であり、「指針」における「支

援」の基本的な考え方に沿うもの

・条例指定制度の趣旨については、川崎市が目指す「市民活動支援」を推進する施策の一つである「資

金の確保」に向けた環境を整備する制度として位置づけることが適当

（２）「かわさき市民公益活動助成金制度」から見た視点

・かわさき市民公益活動助成金制度は、団体活動の推進と将来の運営の自立・発展を目的とし、市内で

公益的な活動をしているボランティア団体やＮＰＯ法人を含む市民活動団体が行う「事業」を資金面

から支援する制度であり、８０％以上が法人格を持たない任意団体によって活用

・この制度に加えて、ＮＰＯ法人に限定された財政的支援制度である条例指定制度を導入することは、

対象が重複することも少なく支援メニューの充実につながり、市民活動の活性化を図るために有意義

（３）認定ＮＰＯ法人制度から見た視点

・条例指定制度は、自治体独自の判断により、ＮＰＯ法人の地域に根ざした活動を資金面から支援す

ることができる制度であり、地方分権改革の推進にもかなうものである。また、より多様な税制優遇

を受けられる認定ＮＰＯ法人になる機会を広げることができるものであることから、特定非営利活動

の推進を図るうえで、有意義な制度

  ・なお、条例指定制度の制度設計に当たっては、認定ＮＰＯ法人制度との税優遇の差を十分考慮し、二

つの制度の関係性に留意して、検討を行う必要

○条例指定に当たっての基本的な考え方 

（１）対象とすべき法人の考え方

・川崎市では、市民活動の活性化を図っており、市民と行政による豊かな市民社会の実現に向け、「参

加と協働による市民自治のまちづくり」を推進することを目的として、様々な支援を行っている。条

例指定の要件設定に当たっても、この点を重視し、地域に根ざした活動を行うＮＰＯ法人を幅広く指

定することが適当

  ・なお、条例指定したＮＰＯ法人への寄附は、自治体運営の財源の一つである個人住民税の控除対象に

なり、さらに条例指定によって認定ＮＰＯ法人のＰＳＴ要件を満たすことから、「幅広く指定する」

といっても、「指針」にもあるように、「行政や企業にはない特性を生かした公共サービスの提供主

体」として、活動を行っているということも考慮すべき

（２）制度設計に当たって留意すべき事項

  ア 「相互支援」の促進

・市民が法人の活動に参加する「直接的な支援」とともに、寄附による法人への「間接的な支援」

を促進するためには、法人の活動に対する市民の共感が不可欠

・条例指定を目指して、法人が更なる情報公開に努め、寄附を集めるための取組が進むことが望ま

しい。条例指定制度の導入により、広く市民が法人の活動に参画するようになり、市民社会の中で

市民同士の「相互支援」が促進されるような制度を構築することが必要

  イ 指定基準の明確化

・指定にあたっては、透明性や公平性を確保することが必要。このため、できるだけ裁量の余地を

少なくすることが必要であり、条例や規則等において可能な限り指定基準を明確化することが望ま

しい。

ウ 指定事務の効率化

・制度設計にあたっては、指定を申請するＮＰＯ法人側の事務負担や、審査を行う行政側の事務効

率に配慮することが必要。いたずらに煩雑な書類の提出を求めることや無用に厳格な審査を行う制

度とならないよう留意する必要。

  エ 神奈川県等との連携

・本来、県と市は、個別の判断と責任で条例指定した法人に対して寄附金控除による税の優遇を与

えるべきであるが、県と市の整合性や法人の事務負担軽減等を考慮し、基本的な考え方を共有した

上で、柔軟に対応できるような制度とすることが望ましい。

   ・なお、市域を超えて広域的に活動している法人もあることから、近隣の自治体のうち、少なくとも

県内自治体については、一部手続きの共通化を図るなど、できる限り柔軟に運用できるような制度

となることが望ましい。

○具体的な要件の考え方 

「地域における支持」について

・地域における支持を数値基準によって客観的に判断する。

・具体的な数値基準は、認定要件を参考に、一定金額以上の寄附や会費を負担している川崎市民の人数

で定める。

【考え方】 

・「市内における公益的活動の実績」基準に加え、透明性・公平性を確保するために、別途「地域

における支持」という数値基準を設け、地域における法人の活動に対する広い支持があることを明

確化することが必要。これは市民自らが法人の公益性を判断するという考え方とも言え、川崎市民

の個人住民税を控除する（その分市税収入が減少する）制度であることからも合理性があるものと

考えられる。

   ・「署名簿による賛同をした市民の数」等も考えられるが、一定の負担を伴わない賛同は、基準とす

るには明確ではない。正会員としての直接的な活動への参加や、賛助会費や寄附という間接的な支

援を通じて、広く市民がその法人の活動に参画していることが、明確な「地域における支持」を表

すと考える。

   ・こうしたことから、これを担保するために、その法人の活動に賛同して、一定の金銭的な負担（支

援）をしている川崎市民の数を要件とするのが適当であると考える。

   ・認定のＰＳＴ要件の判定においては、「寄附金」に加えて、反対給付（対価性）が認められない

「賛助会費」も寄附金として取り扱われており、条例指定においても同様に算定対象とすべきであ

ると考える。また、正会員が負担する「会費」については、総会での表決権が反対給付であるとさ

れるため、ＰＳＴ要件の絶対値基準の判定においては算定対象外となるが、条例指定では、他に会

員特典等の反対給付がなければ、法人の活動に参画していることに着目して、算定対象に含めて差

し支えないものと考える。

本市の条例指定制度導入時の基本的な考え方（平成２３年１２月川崎市市民活動推進委員会「条例指定により寄附金控除の対象とするＮＰＯ法人の考え方等に関する最終取りまとめ」抜粋） 資料１



資料２－１







or or

or or

or 











0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

H24 H25 H26 H27



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H23 H24 H25 H26



















川崎市指定特定非営利活動法人審査会答申の概要 ～特定非営利活動法人条例指定制度の今後の運用について～

検討に当たって考慮すべき状況

制度運用上の課題

○平成24年7月に、「川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例」（基準条例）を制定し、ＮＰＯ法人の「条
例指定制度制度」を導入してから、４年を経過。
○現時点で、条例指定法人は６団体となっているが、最近は年度ごとの指定件数が減少。また、昨年度は指定取消しも発生
○「川崎市市民活動支援指針改訂検討委員会報告書」（平成26年11月）や「川崎市協働・連携の基本方針」（平成28年3月）を踏まえ、新たな支援手法の開発・活用
や協働・連携の担い手となる主体の基盤強化に取り組むこととしており、「川崎市総合計画」においては、こうした取組の成果を測る指標として 「市内認定・条例指定
ＮＰＯ法人数」を設定 ⇒ 平成37年度までに30団体以上

◆基準条例附則の検討規定を踏まえ、本年４
月に審査会に対し、制度運用の方向性や具体
的取組について諮問

↓
◆審査会において、４月以降、検討・審議を
行ってきた結果をとりまとめたもの

条例指定制度の今後の運用に向けた提言

○各自治体における指定基準（地域からの支持の実績）については、各自治体の考え方により様々なパ
ターンがある中、川崎市は当該ＮＰＯ法人に対して寄附や会費を支出した川崎市民の数で判定。この基
準だけで判定しているのは、神奈川県内では川崎市のみ。

○条例指定の取得意向があるＮＰＯ法人において、条例指定の取得にかかる手続の負担、基準への適合
状況を自ら判定しづらいこと、そのほか法人運営の基本的な事項が指定申出に当たってのハードルとな
るケースが見られる。

○条例指定ＮＰＯ法人の寄附受け入れ状況は、平均的には一般の認証ＮＰＯ法人より高い水準で推移して
いるものの、個々のＮＰＯ法人の状況をみると一律ではなくそれぞれの事情や取り組み方によって差があ
る状況

○本年6月、ＮＰＯ活動の一層の健全な発展を図るとともに、ＮＰＯ法人の運営の透明性を図る観点から、
認証手続の簡素化、貸借対照表の公告義務付けなどを内容とするＮＰＯ法改正が成立

答申の背景

２ 指定基準のあり方

⇒ 現行の指定基準は、当面は継承すべきである。

（理由）・地域における支持の実績を測るために、一定程度の金銭的負担があるかどうかをみることで透明性
と公平性を確保できるとした導入時の考え方は現時点でも妥当
・川崎市の指定基準は、地域に求められるＮＰＯ法人のあり方も表すもの
・今般の特定非営利活動促進法の改正で認定のＰＳＴ基準が変更されていない。

１ 条例指定制度の運用によって目指す方向性

○市民からＮＰＯ法人への寄附が根付いていくことは、多様性・柔軟性・きめ細かさといった特徴をもつＮＰＯ
活動と連動して、市民による相互支援で暮らしやすい地域をつくっていく上で重要

○行政としては、条例指定制度の運用を通じて、こうした寄附を受けながら地域で活動する主体として、指定
基準に定める「地域で広く支持を受け、適正に運営されるＮＰＯ法人」が増えていくように取り組むべき

３ 具体的な取組

（１） 制度の使いやすさの向上
条例指定の取得意向がある法人が必要以上に時間や労力をかけず手続を行えるようにする。
－条例指定及び認定の提出書類の重複解消など手続面の簡素化
－基準・運用の明確化と事前判定の仕組みの検討
－法人設立段階からの指定基準等の周知

（２） 条例指定ＮＰＯ法人等への寄附促進
制度の本来目的であるＮＰＯ法人に対する財政的支援を実現し、指定取得の効果を高める。
－条例指定ＮＰＯ法人等のファンドレイジング力向上に向けた支援
－条例指定制度・認定制度の周知や条例指定ＮＰＯ法人等の活動に関する広報の支援
－企業等の地域・社会貢献の取組を奨励する仕組みの検討

（３） 法人の運営基盤の整備・強化のサポート
条例指定を取得しうるＮＰＯ法人の拡大、事業の効果的実施、ＮＰＯ法人の信頼性向上を図る。
－会計、税務、労務等の専門家による相談体制の整備
－法人運営の管理面を継続的にサポートするスタッフ人材の育成等
－中長期的な経営視点に立った伴走型の支援体制の整備

「特定非営利活動促進法及びこの条例の実施状況、特定非営利活動を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、必要がある
と認めるときは、この条例の内容について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」

基準条例制定時の
附則の検討規定 ＝

指定基準・手続
・自治体によって様々な指定基準がある中、本市の基準の考え方の整理が必要
・法人においては、手続の負担感、基準の自己判定の難しさ等により申出を躊躇

条例指定の効果
・条例指定を取得することにより認定取得の機会が広がっているものの、寄附の促
進という点では、まだ効果は限定的

法人の運営基盤
・会計、税務、労務、広報など法人運営の管理面の体制を十分に整えることができ
ず、指定申出のための準備を進めることができない。

※審査会は基準条例に基づき設置された附属機
関。指定ＮＰＯ法人の審査のほか、指定ＮＰＯ法
人に関する重要事項を所掌

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 現在

指定２ 指定３ 指定１ 指定１ 取消１ ６団体

○平成24年7月の制度導入以後、最近は年度ごとの指定件数は、減少傾向。また、昨年、資産管理が不適
正であったことにより指定取消が発生

○認証法人数に占める認定・条例指定法人数の割合は、県内のＮＰＯ所轄庁では低い状況 (H28.1.31現在)

神奈川県 横浜市 相模原市 川崎市

４．６％

（ ６８団体 ／ １，４６５団体中 ）

３．４％

（ ４９団体 ／ １，４４８団体中 ）

８．０％

（ １６団体 ／ ２００団体中 ）

２．５％

（ ９団体 ／ ３５３団体中 ）
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条例指定法人推移

年度 年度増減 指定法人名称 指定法人数 

2012(H24)年度 指定２ キーパーソン２１ 

神奈川子ども未来ファンド 

２法人 

2013(H25)年度 指定３ スマイルオブキッズ 

秋桜舎 

ぐらすかわさき 

５法人 

2014(H26)年度 指定１ あさお市民活動サポートセンター ６法人 

2015(H27)年度 指定１ 

取消▲１ 

かわさき市民アカデミー 

神奈川子ども未来ファンド 

６法人 

2016(H28)年度   ６法人 

2017(H29)年度 指定１ 神奈川被害者支援センター ７法人 

2018(H30)年度   ７法人 

2019(R1)年度 指定１ かわさき創造プロジェクト ８法人 

2020(R2)年度 指定１ くるみ－来未 ９法人 

① キーパーソン２１ 2012(H24)年 12 月

② スマイルオブキッズ 2013(H25)年 6 月

③ 秋桜舎 2013(H25)年 12 月

④ ぐらすかわさき 2013(H25)年 12 月

⑤ あさお市民活動サポートセンター 2014(H26)年 12 月

⑥ かわさき市民アカデミー 2015(H27)年 6 月

⑦ 神奈川被害者支援センター 2017(H29)年 12 月

⑧ かわさき創造プロジェクト 2019(R1)年 12 月

⑨ くるみ－来未 2020(R2)年 12 月

資料３－１



認定法人推移

年度 年度増減 認定法人名称 認定法人数 

2012(H24)年度 認定０ 

仮認定１ 

ぐらすかわさき（仮認定） 認定０法人 

仮認定１法人 

2013(H25)年度 認定３ 

仮認定０ 

キーパーソン２１ 

WE21 ジャパン・たかつ 

アクト川崎 

認定３法人 

仮認定１法人 

2014(H26)年度 認定２ 

仮認定▲１ 

ぐらすかわさき（仮認定⇒認定） 

秋桜舎 

認定５法人 

仮認定０法人 

2015(H27)年度 認定３ 

仮認定０ 

あさお市民活動サポートセンター 

かわさき市民アカデミー 

教育活動総合サポートセンター 

認定８法人 

仮認定０法人 

2016(H28)年度 認定０ 

特例認定０ 

 認定８法人 

特例認定０法人 

2017(H29)年度 認定０ 

特例認定０ 

 認定８法人 

特例認定０法人 

2018(H30)年度 認定１ 

特例認定１ 

フリースペースたまりば 

くるみ－来未（特例認定） 

認定９法人 

特例認定１法人 

2019(R1)年度 認定１ 

特例認定０ 

川崎市サッカー協会 認定１０法人 

特例認定１法人 

2020(R2)年度 認定１ かわさき創造プロジェクト 認定１１法人 

特例認定１法人 

① ぐらすかわさき 2014(H26)年 6 月 仮 2012(H24)年 8 月

② キーパーソン 21 2013(H25)年 5 月

③ ＷＥ２１ジャパン・たかつ 2013(H25)年 7 月

④ アクト川崎 2013(H25)年 12 月

⑤ 秋桜舎 2014(H26)年 6 月

⑥ あさお市民活動サポートセンター 2015(H27)年 8 月

⑦ かわさき市民アカデミー 2015(H27)年 12 月

⑧ 教育活動総合サポートセンター 2015(H27)年 12 月

⑨ フリースペースたまりば 2018(H30)年 12 月

⑩ くるみ－来未 特 2019(H31)年 2 月

⑪ 川崎市サッカー協会 2019(R1)年 6 月

⑫ かわさき創造プロジェクト 2020(R2)年 6 月



本市条例指定及び認定法人一覧

名称 主たる事務所の所在地 特定非営利活動の種類 主な事業

特定非営利活動法人
キーパーソン21

中原区新丸子東
・子どもの健全育成
・社会教育の推進
・まちづくりの推進

・小中高校生に対するキャリアプログラムの実施事業
・キャリアプログラムの普及啓発事業
・社会参加支援事業
・寄贈品、グッズなどの販売
・会員のサークル活動支援事業

→

H24.12.14
川崎市
条例指定

(3,000円×50人)
※H29.9更新

H25.5.31
川崎市
認定

特定非営利活動法人
スマイルオブキッズ

横浜市南区六ツ川

・保健、医療又は福祉の増進
・人権の擁護又は平和の推進
・子どもの健全育成
・関係団体の運営等の援助等

・闘病児及び家族の支援施設の整備及び運営事業
・闘病児に関わる法人、団体等への助言・支援事業
・闘病児及び家族の交流の場の提供事業
・調査及び提言事業
・闘病児に関わるボランティアの育成と派遣事業

→
H23.7.1
国税庁
認定

H25.6.26
川崎市
条例指定
(認定法人)
※H30.3更新

特定非営利活動法人
秋桜舎

多摩区三田

・保健、医療又は福祉の増進
・社会教育の推進
・まちづくりの推進
・子どもの健全育成

・居宅サービス事業、居宅介護支援事業
・介護予防サービス事業、介護予防支援事業
・独居又は病弱の高齢者に対する給食宅配事業
・高齢者・中途障害者等日帰り介護事業及び訪問介護事業
・児童福祉に関する保育事業

→

H25.12.24
川崎市
条例指定

(3,000円×50人)
※H30.10更新

H26.6.25
川崎市
認定

特定非営利活動法人
ぐらすかわさき

中原区新城
・まちづくりの推進
・関係団体の運営等の援助等

・市民活動を支援するための事業の企画・実施
・コミュニティビジネスを支援するための事業の企画・実施
・子育てを支援する場所の運営及び関連事業の企画・実施
・市民が交流する場所の運営及び関連事業の企画・実施

H24.8.31
川崎市
仮認定

H25.12.24
川崎市
条例指定

(3,000円×50人)
※H30.10更新

H26.6.19
　川崎市
認定

特定非営利活動法人
あさお市民活動サポートセン
ター

麻生区上麻生
・まちづくりの推進
・関係団体の運営等の援助等

・交流促進事業
・市民活動推進事業

→

H26.12.18
川崎市
条例指定

（1,000円×100人）
※R1.9更新

H27.8.11
川崎市
認定

特定非営利活動法人
かわさき市民アカデミー

中原区今井南町
・社会教育の推進
・まちづくりの推進
・学術、文化、芸術の振興

・川崎市生涯学習財団「かわさき市民アカデミー」に関する事業
・市民の自己実現と活力ある市民社会の創造を目指す生涯学習
事業
・生涯学習の成果を市民に公開する事業

→

H27.7.7
川崎市
条例指定

（1,000円×100人）
※R2.3更新

H27.12.4
川崎市
認定

特定非営利活動法人
神奈川被害者支援センター

横浜市神奈川区
・災害救援活動
・人権の擁護又は平和の推進

・被害者等に対する電話相談及び面接相談並びにカウンセリング
・被害者等への直接的支援（危機介入、付添い、その他の役務の
提供）
・被害者自助グループへの支援
・関係機関・団体等との連携による被害者支援

→

H26.7.1
横浜市
認定

（3,000円×100人）

H29.12.14
川崎市
条例指定
(認定法人)

特定非営利活動法人
かわさき創造プロジェクト

多摩区中野島

・社会教育の推進
・まちづくりの推進
・子どもの健全育成
・情報化社会の発展

・地域情報受発信に関する事業
・シニアを中心とする市民の社会参加支援事業
・教育支援活動事業
・地域活性化のための諸活動を行う行政、地域諸団体の援助に関
する事業

→

R1.12.16
川崎市
条例指定

（3,000円×50人）

R2.6.23
川崎市
認定

ＮＰＯ法人
くるみ－来未

中原区上平間
・保健、医療又は福祉の増進
・子どもの健全育成
・情報化社会の発展

・自閉症スペクトラム当事者等のライフスキル・就労・成年後見に関
する情報提供事業
・自閉症スペクトラム等に関する普及啓発事業
・自閉症スペクトラム当事者等のライフスキル向上に寄与するため
の活動支援事業

H３１.２.1
川崎市
特例認定

R2.12.17
川崎市
条例指定

（3,000円×50人）

条例指定、認定の経過
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名称 主たる事務所の所在地 特定非営利活動の種類 主な事業 条例指定、認定の経過

特定非営利活動法人
 ＷＥ２１ジャパンたかつ

高津区溝口

・環境の保全
・人権の擁護又は平和の推進
・国際協力の活動
・関係団体の運営等の援助等

・資源のリユース・リサイクルを推進する事業
・アジア等における市民・女性の生活向上と自立を支援する事業
・地域市民の国際的な意識の自覚を促進する事業
・この法人の事業の広報普及を図る事業

→

H24.12.28
神奈川県
条例指定

（100人以上の署
名）

H25.7.8
川崎市
認定

特定非営利活動法人
アクト川崎

中原区井田杉山町

・環境の保全
・社会教育の推進
・まちづくりの推進
・関係団体の運営等の援助等

・環境保全に係る普及啓発及び相談助言
・環境保全活動を行う個人・団体の支援・交流・連携の促進
・多様な主体間の連携推進・行政とその他主体との協働の推進
・環境学習・環境教育の企画運営、環境保全活動の指導者育成
・環境保全に係る調査研究及び情報提供

→

H25.7.9
神奈川県
条例指定

（行政からの委託）

H25.12.3
川崎市
認定

特定非営利活動法人
教育活動総合サポートセン
ター

高津区下作延

・福祉の推進
・子どもの健全育成
・社会教育の推進
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興
・関係団体の運営等の援助等

・教育・福祉に係る相談等支援に関する事業
・適応指導に関する事業
・学習支援に関する事業
・特別支援教育に関する事業
・青少年の健全育成を図るための環境整備に関する事業

→ →

H27.12.18
川崎市
認定

（3,000円×100人）

特定非営利活動法人
フリースペースたまりば

高津区千年
・人権の擁護又は平和の推進
・子どもの健全育成
・社会教育の推進

・誰もが安心して過ごし学べる居場所の開設と運営
・不登校・引きこもりなどで悩む本人や家族等の相談・援助活動
・フリースペースの利用者による自主企画・活動の支援
・保護者・教育関係者・学生・市民の学習と交流の機会及び情報
の提供・発信活動

→ →

H30.12.13
川崎市
認定

（3,000円×100人）

特定非営利活動法人
川崎市サッカー協会

中原区小杉町
・保健、医療又は福祉の増進
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興
・子どもの健全育成

・サッカー大会及び競技会等の企画・開催に関する事業
・サッカー競技の啓発及び振興に関する事業
・サッカー選手及び指導者・審判等の育成及びその支援に関する
事業
・サッカーを通じての、地域住民の交流のための支援に関する事
業

→ →

R1.6.13
川崎市
認定

（3,000円×100人）



【認定・特例認定ＮＰＯ法人数／ＮＰＯ法人数】

・川崎市　　  12／  360　＝　3.3％

・神奈川県　  50／ 1471　＝　3.4％
・横浜市　　  59／ 1537　＝　3.8％
・相模原市　  12／  236　＝　5.1％

・都道府県　 838／39920　＝　2.1％
・政令市　　 335／11127　＝　3.0％
・全国　　　1173／51047　＝　2.3％
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H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31

H27年度末 H28年度末 H29年度末 H30年度末 H31(R1)年度末 R2年度末

神奈川県 1,478 1,491 1,516 1,489 1,473 1,471

横浜市 1,452 1,465 1,522 1,526 1,537 1,521

相模原市 202 217 228 237 236 231

川崎市 356 354 367 368 366 361

H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31

H27年度末 H28年度末 H29年度末 H30年度末 H31(R1)年度末 R2年度末

神奈川県 29 37 41 44 46 51

横浜市 41 45 49 54 58 61

相模原市 7 9 9 6 12 12

川崎市 8 8 8 9 10 11

H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31

H27年度末 H28年度末 H29年度末 H30年度末 H31(R1)年度末 R2年度末

神奈川県 5 5 2 2 1 2

横浜市 2 1 1 0 0 0

相模原市 1 0 0 0 0 0

川崎市 0 0 0 1 1 1

H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31

H27年度末 H28年度末 H29年度末 H30年度末 H31(R1)年度末 R2年度末

神奈川県 48 54 58 61 66 69

横浜市 10 12 10 9 6 6

相模原市 13 13 13 14 14 12

川崎市 6 6 7 7 8 9

H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31

H27年度末 H28年度末 H29年度末 H30年度末 H31(R1)年度末 R2年度末

神奈川県 70 78 82 87 91 99

横浜市 45 51 55 58 61 65

相模原市 15 16 17 17 18 17

川崎市 9 9 10 12 14 14

H28.3.31 H29.3.31 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31

H27年度末 H28年度末 H29年度末 H30年度末 H31(R1)年度末 R2年度末

神奈川県 4.7% 5.2% 5.4% 5.8% 6.2% 6.7%

横浜市 3.1% 3.5% 3.6% 3.8% 4.0% 4.3%

相模原市 7.4% 7.4% 7.5% 7.2% 7.6% 7.4%

川崎市 2.5% 2.5% 2.7% 3.3% 3.8% 3.9%

認定等実法人数
／認証法人数

認定等実法人数

神奈川県内所轄庁　各法人数推移

認証法人数

認定法人数

特例認定法人数

条例指定法人数
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資料３－４



PST
/

3,000

or
10
50 or1,000

or
10 50

or

45 11
12

14
13
10

74 89
14

2,000 4
2,000 6

(  ) 27 12 31

資料４－１



or
3,000

3,000

27 12 31
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都道府県・政令市　条例指定　公益要件比較

北海道 青森県 埼玉県 神奈川県 長野県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 鳥取県

いずれか いずれか いずれか いずれか いずれか いずれか いずれも いずれか いずれか いずれか いずれか

相対値
経常収入金額に占める
寄附金等収入金額の
割合が10％以上

経常収入金額に占める
寄附金等収入金額の
割合が10％以上

経常収入金額に占める
寄附金等収入金額の
割合が10％以上、か
つ、自治体等の補助・
委託事業を年２件以上
実施

経常収入金額に占める
寄附金等収入金額の
割合が10％以上

経常収入金額に占める
寄附金等収入金額の
割合が20％以上

経常収入金額に占める
寄附金等収入金額の
割合が10％以上

3,000円以上の寄附者
が年平均50人以上

1,000円以上の寄附者
が年平均30人以上、か
つ、寄付金合計額が年
平均15万円以上

3,000円以上の寄附者
が年50人以上、かつ、
寄附者とボランティアの
実人数合計が年100人
以上

1,000円以上の寄附者
が年平均100人以上

1,000円以上の寄附者
が年平均50人以上、か
つ、寄付金合計額が年
平均15万円以上

3,000円以上の寄附者
が年平均50人以上

寄附者が年平均50人
以上、かつ、寄附金合
計額が年平均15万円
以上

3,000円以上の寄附者
が年平均50人以上

3,000円以上の寄附者
が年平均50人以上

1,000円以上の寄附者
が年平均50人以上

1,000円以上の寄附者
が年平均100人以上

指定法人
道内市町村の指定法
人

県内市町村の指定法
人

行政からの支持（協働・
助成・表彰）

県民対象の催物に係る
ボランティア従事者が
年平均のべ100人以
上、かつ、実人数が年
平均10人以上

活動が地域の課題の
解決に資するもの

ボランティア従事者の
活動時間数が年平均
200時間以上

ボランティア従事者が
年平均50人以上

企業等からの支持（協
働・助成・表彰）

県民対象の催物の参
加者が年平均のべ100
人以上

活動実績及び継続見込
み

活動地域の住民100人
以上からの署名

他団体等との協働事業
が年平均１回以上

ＮＰＯ法人以外からの
支持の実績

住民100人以上の自治
会からの推薦
ボランティア従事者の
総労働時間数が月平
均400時間以上
中間支援組織から支援
を受けている30団体以
上からの推薦

いずれか いずれか いずれも いずれか２つ以上 いずれか いずれにも いずれか いずれか いずれか

新聞等で各年度２回以
上の情報提供

県内地方公共団体が
発行する広報誌・日刊
新聞等で年平均２回以
上の情報提供

県内で特定非営利活動
の実績

活動が不特定多数の
県民の利益に資する

申出日において会報紙
を県内公共施設５ヶ所
以上に配架

新聞等で年平均２回以
上の情報提供

県内で活動
活動が地域課題の解
決に資するもの

インターネット利用によ
る情報提供

インターネット利用によ
る情報提供

事業が指定されたいず
れかの活動を推進する
ものであること

自主発行の広報資料を
各年度道内５施設以上
に配架

県民対象の催物を年平
均４回以上開催

事業が地域課題の解
決に資する

県民対象の催物を各年
度４回以上開催

法人ＨＰで年平均４回
以上の特定非営利活
動の情報提供

活動が地縁団体等と連
携、または、地縁団体
等から支持

会報等の継続的な発
行、配布

会報等の定期的な発
行、かつ、会員以外へ
の配布・閲覧

県等からの表彰を受け
又は県等と協力して事
業

道民対象の催物各年
度２回以上開催、かつ、
参加者のべ50人以上

県内の活動実績及びそ
の継続

活動状況を会報紙・イ
ンターネット等で積極的
に公開（発行・更新が年
２回以上）

自主発行の会報等を年
平均５ヶ所以上の公共
施設に配架

活動を府内で５年以上
継続見込み

一般対象の催物を各事
業年度４回以上

ボランティア従事者が
各事業年度のべ50人
以上

県民対象の催物で年平
均４回以上の情報提供

いずれか いずれか いずれか いずれか いずれか

行政機関、企業、団体
等との協働実績が各年
度１回以上

国等の補助金による事
業実施が年平均１回以
上

県との協働
県内で地域課題解決に
資する継続した活動実
績が年６月以上

特定非営利活動事業
費が年平均150万円以
上

府内での他団体との協
働による特定非営利活
動実績、かつ、その事
業の継続見込み

ボランティア従事者が
各事業年度のべ100人
以上

活動状況を会報誌等で
各年度２回以上公開

のべ４時間以上のボラ
ンティア従事者の実人
数が年平均25人以上、
かつ、合計時間が年平
均200時間以上

市町村の範囲を越えた
他団体との広域的な協
働

県外で地域課題解決に
資する継続した活動実
績が年６月以上、かつ、
県内で継続した活動実
施見込

会員が年平均50人以
上

行政、他団体との協働
実績が各年度１回以上

地域住民から支持を受
け、かつ、県の施策・事
業推進に資する活動の
実績

県内で活動 県内地域が活動範囲 事業活動の継続性 県内で活動

道内に主たる事務所 県内に主たる事務所 県内に主たる事務所 － 県内に主たる事務所 県内に主たる事務所 － 府内に事務所 府内に事務所 県内に主たる事務所 県内に事務所

＋

地域要件

公益要件
２

公益要件
３

公益要件
１

絶対値基準

その他

＋

＋

公益要件
４
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都道府県・政令市　条例指定　公益要件比較

相対値

指定法人

＋

地域要件

公益要件
２

公益要件
３

公益要件
１

絶対値基準

その他

＋

＋

公益要件
４

徳島県 熊本県 大分県 札幌市 千葉市 横浜市 相模原市 名古屋市 京都市 熊本市 川崎市

いずれか いずれか いずれか いずれか いずれか いずれか いずれか いずれか いずれか いずれか

経常収入金額に占める
寄附金等収入金額の
割合が10％以上

経常収入金額に占める
寄附金等収入金額の
割合が10％以上

経常収入金額に占める
寄附金の割合が10％
以上
※千葉県民、千葉県内
の法人

3,000円以上の寄附者
が年平均30人以上、か
つ、1,000円以上の寄附
金の合計額が年平均
15万円以上

3,000円以上の寄附者
が年平均50人以上

3,000円以上の寄附者
が年平均50人以上

3,000円以上の寄附者
が年平均50人以上

3,000円以上の寄附者
が年平均50人以上、か
つ、実績判定期間中の
寄附者の実人数が100
人以上
※千葉県民、千葉県内
の法人

1,000円以上の寄附者
が年平均100人以上

1,000円以上の寄附者
が年平均100人以上

寄附者が年平均50人
以上、かつ、寄附金の
合計額が年平均15万
円以上

寄附者が年平均50人
以上、かつ、寄附金の
合計額が年平均15万
円以上

3,000円以上の寄附者
が年平均20人以上

3,000円以上の寄附者
が年平均50人以上
※川崎市民

1,000円以上の寄附者
が年平均100人以上
※千葉県民、千葉県内
の法人

1,000円以上の寄附者
が年平均100人以上
※川崎市民

北海道の指定法人
神奈川県または神奈川
県内市町村の指定法
人

認定法人

ボランティア従事者が
年のべ100人以上、か
つ、実人数10人以上

ボランティア従事者の
活動時間数が年400時
間以上

ボランティア従事者の
活動時間数が月400時
間以上

ボランティア従事者が
年平均のべ50人以上、
かつ、活動時間数が年
平均300時間以上、か
つ、実人数が20人以上

ボランティア従事者の
活動時間数が年平均
200時間以上

ボランティア従事者の
実人数が年平均10人
以上

市民対象の催物を年４
回以上、かつ、参加者
のべ100人以上

行政からの支持（協働・
助成・表彰・指定管理・
共催）

行政からの支持（協働・
助成・表彰・指定管理・
共催）

行政・地縁団体等との
協働事業が年平均１回
以上

各事業年度の特定非
営利活動事業費が150
万円以上

企業等からの支持（協
働・助成・表彰）

地域団体等からの支持
（協働・助成・表彰）

自治会からの推薦
住民100人以上の自治
会からの推薦

中間支援組織から支援
を受けている30団体以
上からの推薦

中間支援組織から支援
を受けている30団体以
上からの推薦

いずれか いずれか いずれか すべてを総合的に評価 いずれも いずれも いずれか

ボランティア従事者が
年平均100人以上

ボランティア従事者が
年平均50人以上

県内地方公共団体が
発行する広報誌・日刊
新聞等で年平均２回以
上の情報提供

他団体との協働事業の
実績または見込み

市内で活動の実績
地域等の課題解決に資
する活動

事業実績かつその継続
見込

市内活動が地域の課
題解決に資するもの、
かつ、継続見込

活動が地域社会の課
題解決に役立つもの

事業が不特定多数の
市民の利益に資する

市内における公益的活
動の実績

県民対象の催物を年平
均３回以上

他団体との協働による
特定非営利活動を年平
均１回以上

申出日において会報紙
等を県内公共施設５ヶ
所以上に配架

寄附金充当事業の継
続見込み

不特定多数の市民の
利益に資する

行政・地縁団体等から
の支持（協働・助成・表
彰・指定管理・共催）

活動内容が市の計画・
施策の方向性に沿う

他団体との協働による
特定非営利活動を年平
均１回以上

申出前１年以内で県民
50人以上からの支援申
出（≒署名）

県民対象の催物を年平
均４回以上

寄附を集める活動の継
続実績、または、継続
実施体制と手法がある
こと

市の計画又は施策の
方向性に沿う

市内の寄附金充当事
業の５年以上継続見込
み

活動が市の地域課題
解決に取り組むもの

学識経験者等による外
部評価により、活動内
容を改善する仕組み

いずれか

インターネットにより事
業活動及び収支状況を
公開

行政、他団体との協働
実績が各年度１回以上

市内で活動 市内での活動実績 市内での活動実績
特定非営利活動事業
費が年150万円以上

インターネット又は公共
施設への配架により不
特定多数に事業活動を
公開

会員が年50人以上

県内事業が５年間継続
見込み

県内に主たる事務所 県内に主たる事務所 県内に主たる事務所 市内に事務所 市内に主たる事務所 － － 市内に事務所 市内に事務所
市内にのみ事務所（市
認証法人）

－



川崎市特定非営利活動法人条例指定制度の今後の運用に係るヒアリング回答票

法人名称

記入者氏名

Ⅰ 事務体制について 

Ｑ１ 現在の事務体制を教えてください。 

職名 人数 

合計 

事務種別 担当者 備考 

事務統括 

雇用・労務 

経理・税務 

会議開催 

指定・認定関係 

その他事務 

Ｑ２ 指定・認定取得から現在までの間に、指定・認定事務の担当者は交代しま

したか。

Ｑ３ どのように事務を引き継ぎましたか。特に、指定・認定事務担当者の引き

継ぎはどのように行われましたか。 

※Ｑ２で事務担当者の交代があった法人のみ回答

資料５－１



Ｑ４ 事務担当者の交代のために市などに支援してほしいことはありますか。

Ｑ５ 経理事務において会計ソフトは導入していますか。

Ｑ６ 事務において専門家（税理士・会計士・社労士など）が携わっていますか。 

   顧問契約している場合、いつから、どのくらいの頻度で、何を見てもらっ

ていますか。

Ⅱ 指定・認定の事務負担について 

Ｑ７ 指定・認定取得時に申請手続き全般で負担となったことや改善してほしい

ことを教えてください。 

※制度理解、申請書類、寄附者名簿、実態調査など 

Ｑ８ 指定・認定取得後の運営時に負担となっていることや改善してほしいこと

を教えてください。 

※毎事業年度の提出書類、指定・認定法人としての届出、寄附者管理など

Ｑ９ 指定・認定の取得時と更新時を比べて苦労や課題はありましたか。 

※指定・認定の有効期間を更新したことがある法人のみ回答

Ｑ10 指定・認定の取得（更新）時に、市などにサポートしてほしかったことは

ありますか。 

Ⅲ 川崎市の指定制度について 

Ｑ11 川崎市の指定基準は認定基準と比較してどう思いますか。 

※記載例の「川崎市指定と認定の基準の比較」を参考にしてください。



Ｑ12 川崎市の指定基準は他自治体の基準と比較してどう思いますか。

※記載例の「他自治体の公益要件の例」を参考にしてください。

Ｑ13 「地域における広い支持」とする基準を判断するために考えられる項目は

ありますか。

Ⅳ 指定・認定取得の効果について 

Ｑ14 指定・認定を取得したことにより、どのような効果を感じますか。

効果 効果を感じたら「○」 備考 

税制優遇による寄附増 

社会的信頼度の向上 

市の広報による認知度向上 

その他 

Ｑ15 指定・認定を取得したことにより、正会員・寄附者・サービス利用者・法

人関係者・一般市民からどのような反応がありましたか。 

Ｑ16 寄附増のためにどのような働きかけを行っていますか。

Ｑ17 その他、取得したことによる具体的な効果はありますか。

Ｑ18 指定・認定を取得したことによるメリットとして期待することはあります

か。

Ⅴ 活動や運営の現況について 

Ｑ19 コロナの影響により、イベントの中止など活動面での影響はありましたか。 

   また、市などに支援してほしいことはありますか。



Ｑ20 コロナの影響により、総会の延期など法人運営面での影響はありましたか。 

   また、市などに支援してほしいことはありますか。

Ｑ21 コロナの影響により、資金・収益・寄附への影響はありましたか。 

Ｑ22 その他、コロナの影響による影響はありましたか。 

Ｑ23 指定基準である「川崎市内における公益的活動の実績」について、川崎市

内での活動近況を教えてください。※川崎市外法人のみ回答
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認定、条例指定法人へのアンケートまとめ 

Ｑ２ 指定・認定取得から現在までの間に、指定・認定事務の担当者は交代しま

したか。

・交代した    １１法人／１４法人

・交代していない  ３法人／１４法人

Ｑ３ どのように事務を引き継ぎましたか。特に、指定・認定事務担当者の引き

継ぎはどのように行われましたか。 

※Ｑ２で事務担当者の交代があった法人のみ回答

・資料の引継ぎ 

・メールで質問 

・前任者と後任者が共同で処理を行う（ＯＪＴ） 

・打合せ 

・全体像を把握している事務局長等の指示 

・前任者からの引継ぎが無く、資料を参考に事務作業 

・過去データを分析 

Ｑ４ 事務担当者の交代のために市などに支援してほしいことはありますか。

・研修、実践講座、勉強会 

・オンライン相談 

・税務及び社会保険に関することを気軽に安価に相談できる窓口 

・現場で直接指導 

・手引きの改定時、認証法人に各１冊郵送 

・認定、指定手続き、提出等の簡単ガイド 

・書き方や解釈のＱ＆Ａ 

・ソフトを安価又は無償で提供 

資料５－２
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Ｑ５ 経理事務において会計ソフトは導入していますか。

・導入している  １４法人／１４法人 

・導入していない  ０法人／１４法人 

Ｑ６ 事務において専門家（税理士・会計士・社労士など）が携わっていますか。 

   顧問契約している場合、いつから、どのくらいの頻度で、何を見てもらっ

ていますか。

・専門家が携わっている  １０法人／１４法人 

  税理士           ８法人 

  社会保険労務士       ６法人 

  会計士           １法人 

  弁護士           １法人 

  ファイナンシャルプランナー １法人 

・専門家が携わっていない  ４法人／１４法人 

Ｑ７ 指定・認定取得時に申請手続き全般で負担となったことや改善してほしい

ことを教えてください。 

※制度理解、申請書類、寄附者名簿、実態調査など 

●負担になったこと 

 ・実態調査 

 ・寄付者名簿（様式、名寄せなど） 

 ・労務の提供についての記載（会員ごとに活動費、交通費まで算出） 

●改善してほしいこと 

 ・用語説明が欲しい（寄付者、会員、判定期間など） 

 ・閲覧書類について具体的な記載 

 ・記載例、事例の充実 

 ・実態調査に必要な書類の明示 

 ・市税事務所、県税事務所それぞれへの寄附金控除手続き（ワンストップやオンライン） 

 ・横浜市との統一 
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Ｑ８ 指定・認定取得後の運営時に負担となっていることや改善してほしいこと

を教えてください。 

※毎事業年度の提出書類、指定・認定法人としての届出、寄附者管理など

・提出書類の簡素化 

・提出書類の市ホームページでの探しやすさ 

・損益計算書の作成 

・寄付者名簿の書式（Word、Excel） 

・市へ提出する寄付者名簿と県税事務所、市税事務所へ提出する様式の統一 

・寄付者に対する税制優遇の説明パンフレット 

・寄付要件の維持困難なため、寄付者への一定のメリットの許容 

Ｑ９ 指定・認定の取得時と更新時を比べて苦労や課題はありましたか。 

※指定・認定の有効期間を更新したことがある法人のみ回答

・事務担当者の交代

・５年間の寄付者名簿の作成

・５年分の毎事業年度提出書類の添付

・条例指定と認定の書類が微妙に異なる点

・取得時と更新時で書類の形式が異なるものの存在

・更新の手引きが必要

Ｑ10 指定・認定の取得（更新）時に、市などにサポートしてほしかったことは

ありますか。 

・よくある質問などのリスト化 

・法改正に伴う変更点など、申請時と異なる部分の提供 

・書類作成についてのレクチャー 

・必要書類をホームページにまとめて掲示して欲しい 

・オンラインでの個別相談 
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Ｑ11 川崎市の指定基準は認定基準と比較してどう思いますか。 

※記載例の「川崎市指定と認定の基準の比較」を参考にしてください。

・妥当

・「市内における継続的な公益的活動」の基準があいまい

・コロナ禍によるイベント等の自粛により「公益的活動」のハードルが大きく上がってい

る

・寄付者を市民に限定しなくても良いのではないか

・「市内活動者」の定義が厳しいため、活動参加回数などの明確な基準に

Ｑ12 川崎市の指定基準は他自治体の基準と比較してどう思いますか。

※記載例の「他自治体の公益要件の例」を参考にしてください。

・妥当 

・基準の追加 

・マスメディア（新聞・テレビ等）で取り上げられた実績 

・サービス利用者からのアンケートと団体自身の自己評価との比較 

 ・行政等から支持を受けている実績 

 ・企業、団体等から支持を受けている実績 

 ・受益対象者からの声、第三者からの評価など加点評価される仕組み 

Ｑ13 「地域における広い支持」とする基準を判断するために考えられる項目は

ありますか。 

・実際の事業活動の内容、回数、一般市民の参加者数 

・地域に貢献している事業（学習支援他）

・まつりやイベントなどの共同開催や参加の実績がある等地域との連携の実績

・地域で当該法人の名前がどれだけ知られているか。法人名だけでなく、事業内容まで知

られているか。更には、その事業内容へのコメントまで出てくるか。

・事業の利用者が多いこと（100 名以上など）。

・助成金獲得回数

・CANPAN サイトにおける情報開示度評価（★の数が多いほど情報公開に積極的）

・ホームページのアクセス数、受益者の概数、広報誌などの発行回数・部数

・分野別、規模などで活動内容が様々なので、なかなか基準を設けるのは難しい
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Ｑ14 指定・認定を取得したことにより、どのような効果を感じますか。

●税制優遇による寄附増 

〇（５法人／１４法人） 

  ・寄付が増えた 

  ・大口の寄附者が増えた 

△（３法人／１４法人） 

  ・優遇制度の利用は少ない 

  ・税制優遇が得られるから寄附という人は少数 

  ・事業にかかわる方が大半のため、効果を把握できていない 

空欄（６法人／１４法人） 

  ・税制優遇の認知度が低い 

  ・目に見えた寄附増はない 

●社会的信頼度の向上 

 〇（１０法人／１４法人）

  ・会員増

  ・活動を伝えるときに有効

 △（１法人／１４法人）

  ・指定、認定のことを知らない人が多く、あまり効果は感じられない

  ・指定、認定のことを知っている人からは評価はされるが寄附にはつながらない

 空欄（３法人／１４法人）

  ・実感はない

  ・あると思うが不明

●市の広報による認知度向上 

 〇（３法人／１４法人）

  ・市内での認知度が上がった

 △（５法人／１４法人）

  ・指定、認定のことを知らない人が多く、あまり効果は感じられない

  ・実感はない

  ・今後も効果的な広報の継続を望む
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 空欄（６法人／１４法人）

  ・認知度向上につながっているか不明

  ・積極的に広報していることは実感できる

  ・効果的に実施して欲しい

●その他 

 ・法人運営が適正化された

Ｑ15 指定・認定を取得したことにより、正会員・寄附者・サービス利用者・法

人関係者・一般市民からどのような反応がありましたか。 

・会員 

 ・活動意欲の向上 

・寄附者 

 ・寄附控除を受けられるから寄附するという人が増えた 

・法人関係者 

 ・事業運営への意識の向上 

 ・事務の適正化の意識の向上 

 ・会費、寄附金、賛助金の依頼、説明がしやすくなった 

・一般市民 

 ・反応がない、薄い、認知度が低い 

 ・講演依頼や起業家からのボランティア受け入れ要請があった 

Ｑ16 寄附増のためにどのような働きかけを行っていますか。

・パンフレット、ＨＰ、店頭ポスター、店頭配布チラシ、会員向けの手紙、広報誌 

・団体から講演依頼があった際、寄附依頼をしている。

・寄付応募のチャンスがあれば、遅滞なく応募することにしている。

・知り合いの他団体への呼びかけ

・各役員が得意分野を活かしつつ、企業や地域団体への寄附の呼びかけを実施

・イベント・スタッフ研修会などで事あるたびに寄付を募っている。

・新規利用団体登録受付の際に寄付（会員）の説明
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・イベント等で当法人のビジョン等を説明し、長期的な支援者（寄附者）を増やしていく

ことを念頭に置き活動

・市民活動センター等に、寄附の用紙付きのチラシを配架

・領収書の即日発送。同封する礼状には、必ず寄付金控除を受けられることを記載。

・web 上で Syncable を活用しカード決済での寄付制度の新設

Ｑ17 その他、取得したことによる具体的な効果はありますか。

・一般の方から高額寄附を受けた 

・理事、運営スタッフのコンプライアンス意識の向上 

・外部の信頼度の向上 

・収益事業のみなし寄付金の検討を行うようになった 

・内部規定の改善 

・目に見えた具体的な効果はない 

Ｑ18 指定・認定を取得したことによるメリットとして期待することはあります

か。

・寄附・遺贈を受けられること 

・新規加入会員の増加 

・運営に関わるメンバーやボランティアの増加

・運営を担う次世代メンバーが出てくること

・市や県の広報誌などで模範例として扱いをされること

・川崎市にある認定 NPO 法人の連絡会などによる情報交換

・認定 NPO と NPO との差別化（特に川崎市としての広報）・（会員獲得への優遇措置）

・団体への信頼性が高まる。

・継続的に支援していただける、パートナー企業等を見つける事

・県や市関連団体の助成金等の拡大

・銀行等の借入時に保証料のダウンや利率の優遇など。

・市・県・国等行政のポータルサイトの充実とそのサイトを見たことによって寄付が増大

・財政的支援
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Ｑ19 コロナの影響により、イベントの中止など活動面での影響はありましたか。 

   また、市などに支援してほしいことはありますか。

●活動面での影響 

 ・講演会、講座、イベント等の中止、オンラインによる実施 

 ・事業収益の減少 

 ・寄附のお願いの機会の減少 

●市などに支援して欲しいこと 

 ・ＮＰＯ法人に対する川崎市独自の給付金 

 ・オンライン環境整備の支援 

 ・公共施設のオンライン環境整備状況の発信 

 ・オンライン、オフラインのハイブリットタイプのイベントのため、機材等の貸出しや設

定の相談の受付け 

 ・コロナ禍での対応について、団体のありのままの現状を伝えあう機会の提供 

Ｑ20 コロナの影響により、総会の延期など法人運営面での影響はありましたか。 

   また、市などに支援してほしいことはありますか。

●法人運営面での影響 

 ・総会、理事会の書面表決、委任状、オンラインでの開催 

 ・アクリル板、消毒薬購入による支出の増加 

 ・普段利用する会議室が使用不可 

 ・書面やオンライン開催による法人内部の意思疎通困難、一体感やモラルの低下 

●市などに支援して欲しいこと 

 ・総会の開催方法等の具体例の提供、メール発信 

 ・法人として毎年求められる手続きを、法人自身が確認しやすくする仕組み 

 ・メルマガのような積極的な情報発信 

 ・コロナが落ち着くまでの、ＰＳＴ基準の保留又は緩和 
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Ｑ21 コロナの影響により、資金・収益・寄附への影響はありましたか。 

・事業収益の減少 

・会費、寄附金の減少 

・寄附の募集の機会の減少 

・資金の減少 

・持続化給付金、助成金、補助金の受領 

・収支の悪化 

Ｑ22 その他、コロナの影響による影響はありましたか。 

・事業活動ができず、会員の会への帰属意識や活動するという本来的な意味を弱くしてい

る。 

・補助金によっては「認定ＮＰＯ法人は除く」というものがあり、寄附との両立の難しさを

痛感した。 

・年齢、人員構成によっては活動休止になるところが見受けられる。市民活動分野に対して

も「元気づける」メッセージが必要 

・家族から感染予防のため外出を止められ、運営スタッフが当番に入れない事案が増加 

・活動で大切にしてきた、会話をすることによる気持ちの分かち合いが今まで通りにはでき

ない 

・計画通り事業を実施できていない。 

Ｑ23 指定基準である「川崎市内における公益的活動の実績」について、川崎市

内での活動近況を教えてください。※川崎市外法人のみ回答

・一昨年、かわさきコネクトに参加させていただいた。その時にご縁をいただいた市民活

動推進センターのご担当者様に、会報誌やイベントチラシなどお送りして関係部署に配

布いただいている。

・以前のような大規模なチャリティーコンサートは集客が見込めず、川崎市内の会場を使

用できない。指定更新時にお勧めいただいたように、ごえん楽市などにも参加させてい

ただきたいと考えているが、情報がつかめていない。

・コロナの影響下で困難ではあるが、川崎市内からの電話相談、カウンセリング、法律相

談等を可能な限り実施している。



現在までに申請に至らない理由は何か 指定基準はクリアできそうか 市のサポートとして必要なものがあるか
・制度の理解が足りない。
・事業実施と認証法人としての事務で手が回ら
ず、申請するための事務人工が足りない。

・整理してみないと分からない。 ・１件の補助金の申請だけでも精一杯でやるく
らいの事務力しかない。
・民間の事務サポートなども利用している。
・市に何をサポートしてもらえばいいかの整理
がついていない。

・行政書士にお願いしていたが、今後、認定・
指定については法人で進めることとした。

・ＰＳＴ基準に算入できるか不明確な方法の寄
附が多いため、精査してみないと分からない。

・認定・指定制度説明会に参加し、ようやく概
要が分かってきた。
・今後、法人内での事務の進め方も含めて話し
合い課題が出てくると思う。

・元々、災害支援の活動をしており、東北や熊
本、台風被害のあった地域に出向いていたが、
コロナの影響で被災地支援が行えなくなったの
と同時に、コロナ対策の支援を行うようにな
り、認定・指定のための事務に時間が使えてい
ない。

・指定経由の認定取得を考えている。精査しな
いと分からないが寄附は一定数ある。

・今は活動のための場所がほしい。会議室を借
りるにしても川崎は東京などより高い。
・理事長のみが行っていた事務も担当理事を決
めてタスク分けするようになった。今後、制度
理解や申請に向けた事務でサポートが必要に
なったら相談したい。

条例指定等の取得の意向が示された法人に対するヒアリング結果
資
料
５
－
３


